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各都道府県介護保険担当課（室） 

各保険者介護保険担当課（室） 御中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 

今回の内容 
 

 

東日本大震災に係る長期避

難世帯の取扱いについて 

 

計４枚（本紙を除く） 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

 
連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 216４、2260) 

FAX : 03-3503-2167 
 

 



 

事 務 連 絡 

平成 23年８月 29日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）御中 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて 

 

 

 東日本大震災により被災した被保険者に係る利用料等及び保険料の減免の取

扱いについては、利用料等又は保険料の減免を行った場合の財政支援の対象と

しているところです。 

 今般、岩手県から別添のとおり公示され、長期避難世帯の該当市町村が平成

23年３月 11日に遡って訂正されましたので、管内市町村、サービス事業所等

において下記のとおり適切な取扱いがなされるよう、御配慮願います。                                                                                                                                 

  

記 

 

１ 利用料等について 

長期避難世帯の認定の取消しにより、「東日本大震災により被災した介護

保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」（平成 23年５月

16日付け老介発 0516第１号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知）にお

いて定める、財政支援の対象となる利用料等の免除の要件を、いずれも満た

さないこととなる被保険者（以下この項において「利用料等免除非該当被保

険者」という。）については、平成 23年８月 31日までの間は、利用料等を

免除することが適当であること。 

ただし、岩手県釜石市、大槌町及び久慈広域連合の運営する介護保険にお

いて、利用料等免除非該当被保険者に対して平成 23年８月 31日までの間に

行った利用料等の免除については、「平成 23 年度介護保険災害臨時特例補助

金の国庫補助について」（平成 23年６月 30日付け厚生労働省発老 0630第３

号厚生労働事務次官通知。以下「次官通知」という。）に基づく財政支援の

対象とはしないこと。 

また、利用料等免除非該当被保険者に対しては、平成 23年９月以降に利用

料等の免除を行ったとしても、次官通知に基づく財政支援の対象とはならな



 

いことから、平成 23年８月中に免除証明書等の返還を求めること。 

 

２ 保険料について 

長期避難世帯の認定の取消しにより、「平成２３年度介護保険災害臨時特例

補助金における第一号保険料の減免措置に係る国庫補助額の算定基準につい

て」（平成 23年６月 30日付け老介発 0630第１号厚生労働省老健局介護保険

計画課長通知。以下「課長通知」という。）において定める、財政支援の対象

となる保険料の減免の要件を、いずれも満たさないこととなる被保険者（以

下この項において「保険料免除非該当被保険者」という。）に対して、これ

まで免除した保険料については、月割りにより算定した平成 23年３月分から

８月分までの保険料（平成 22年度相当分保険料の１ヶ月分及び平成 23年度

相当分保険料の５ヶ月分）は、課長通知に規定する「長期避難世帯」として、

課長通知に基づく財政支援の対象とするが、月割りにより算定した同年９月

分以降の保険料（平成 23年度相当分保険料の７ヶ月分）は、課長通知に基づ

く財政支援の対象とはしないこと。 

ただし、岩手県釜石市、大槌町及び久慈広域連合の運営する介護保険にお

いて、保険料免除非該当被保険者に対してこれまで減免した保険料について

は、平成 23年３月分から８月分までについても、保険料に関する課長通知に

基づく財政支援の対象とはしないこと。 

 



正 誤 

平成23年５月31日付け岩手県報第11068号被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定（平成23年岩手県告示第359号） 

誤 正 

釜石市大渡町一丁目、大町一丁目から大町三丁目まで、大只越

町一丁目、大只越町二丁目、只越町一丁目から只越町三丁目ま

で、天神町、浜町一丁目から浜町三丁目まで、東前町、魚河岸

、新浜町一丁目、新浜町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、松

原町一丁目から松原町三丁目まで、嬉石町一丁目から嬉石町三

丁目まで、大平町四丁目、大字釜石第14地割、大字平田第１地

割及び第３地割から第９地割まで、両石町第１地割から第５地

割まで、鵜住居町第７地割から第28地割まで、箱崎町第１地割

から第11地割まで及び第13地割、片岸町第１地割及び第３地割

から第10地割まで並びに唐丹町 

釜石市大渡町一丁目、大町一丁目から大町三丁目まで、只越町

一丁目から只越町三丁目まで、浜町一丁目、魚河岸、港町一丁

目、港町二丁目、松原町三丁目、嬉石町二丁目、大平町四丁目

、両石町第１地割及び第２地割、鵜住居町第８地割から第11地

割まで、第14地割から第24地割まで及び第28地割、箱崎町第８

地割から第10地割まで、片岸町第１地割、第３地割から第７地

割まで及び第10地割並びに唐丹町字本郷 

上閉伊郡大町大第14地割、第16地割及び第21地割から第24

地割まで、小第26地割から第28地割まで、吉里々々第７地割

、第８地割、第11地割及び第14地割、上町、本町、末広町、新

町、大町、須賀町、栄町、安渡一丁目から安渡三丁目まで、港

町、赤浜一丁目、赤浜二丁目、吉里吉里一丁目から吉里吉里三

丁目まで、新港町並びに大ケ口一丁目 

上閉伊郡大町新町、大町、須賀町、栄町、港町及び新港町 

九戸郡野田村大字野田第11地割、第16地割から第19地割まで及

び第29地割 

九戸郡野田村大字野田第11地割、第17地割から第19地割まで及

び第29地割 

 

KFPGP
タイプライターテキスト
　　別添

KFPGP
タイプライターテキスト

KFPGP
タイプライターテキスト

KFPGP
タイプライターテキスト



正 誤 

平成23年７月１日付け岩手県報第11077号被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の認定（平成23年岩手県告示第417号） 

誤 正 

釜石市鈴子町、大渡町二丁目、大渡町三丁目、大平町三丁目、

駒木町、鵜住居町第29地割、箱崎町第12地割及び片岸町第２地

割 

釜石市大渡町二丁目 
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